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後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針の改正に係る留意事項について 

 

 

「後天性免疫不全症候群及び性感染症に関する特定感染症予防指針の改正につい

て」は、平成３０年１月１８日付（地Ⅲ205F）をもって貴会宛お送りいたしました。 

標記の件につきまして、今般、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部（局）長宛

別添の通知がなされ、本会に対して周知方依頼がありました。 

本件は、厚生科学審議会感染症部会エイズ・性感染症に関する小委員会における同

指針改正に係る議論のなかでの指摘を踏まえ、①ＨＩＶ感染症・エイズは、標準感染

予防策で診療行為に係る感染を予防できること、②ＨＩＶ抗体検査の際の同意の取得

は口頭によるものも可能であることについて、あらためて周知するものであります。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会、

関係医療機関等への周知方ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 












